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大阪労働局労働基準部監督課

資料２

トラック運送業における働き方改革推進
のための取組について



発着荷主等に対する要請

トラック運転者の長時間労働の要因には、取引慣行など個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なもの

があるため、各監督署に「荷主特別対策チーム」を編成し、発着荷主等に対して要請等を行っています。
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令和４年４月～令和６年１１月

実施件数 18,256件

〇発着荷主等に対する要請実施状況（全国）

発荷主

着荷主
荷主への要請

（要請内容）

⇒長時間の恒常的な荷待ち時間を発生させないよう努めること。

⇒運送業務の発注担当者に改善基準告示を周知すること。

※情報のない発着荷主等にも
要請をしております

〇令和５年度監督指導結果 （全国）

１ 労働基準関係法令違反

２ 改善基準告示違反

標準的運賃についても周知



取引慣行改善に向けた情報発信

厚生労働省本省において、①国民向けに「時間外労働の上限規制 特設サイト はたらきかたススメ」を開設し、荷

待ち時間の削減や荷役作業の効率化に向けた取組のほか、再配達削減に向けた取組について周知しています。②令和

６年７月、自動者運転者向けのポータルサイトを改修し、「物流情報局」を設けました。
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